
R 1. 11.18 

                           ３ 年生 

奨学金係からの案内  

米原市「給付型奨学金制度」の案内 …… 大学等を卒業後に米原市内に定住する人 

１．対象者    ：令和２年度入学予定者 

２．対象となる要件：以下のすべてに該当すること 

・大学等を卒業後、市内に定住する意思がある。  

・市内に 1年以上居住する人と生計を一緒にしている。  

・令和２年３月３１日現在で満２５歳未満  

・本人および生計を一緒にする人に市税等の滞納がない。 

・経済的理由により学資金の支援が必要と認められる。 

その他、下記の状況も確認します。 

・保証人２人（保護者および保護者以外）をつけることができる。 

・父母等の認定所得金額が、収入基準額以下である。 

   収入基準額 ≧ 認定所得金額（所得金額－特別控除額） ※米原市公式ウェブサイトで判定シミュレー

ションすることができます。 

   収入基準額 

 世帯人員（本人を含む）    区  分 

     １人   １５２万９千円 

     ２人   ２１７万８千円 

     ３人   ２３３万２千円 

     ４人   ２５１万９千円 

     ５人   ２６２万９千円 

     ６人   ２７５万演 

     ７人   ２８８万２千円 

８人以上  ３０１万４千円 ※１人増すごとに１２万円加算 

   認定所得金額 ･･････ 所得金額から特別控除額を控除した金額 

   所得金額（給与所得の場合）（令和元年分） 

 年間収入金額（税込）  控 除 額 

   ４００万円以下 年間収入金額×０．２+２１４万円（ただし、年間収入金額が２６

８万円未満の場合は年間収入金額と同額） 

４００万円超～７８１万円以下 年間収入金額×０．３+１７４万円 

   ７８１万円超 ４０８万円 

  特別控除額（例）･･････ 所得金額から特別の事情に応じ、以下の金額を控除します。 

 

 

 

世帯を対象とする控除 

 

 

母子・父子家庭 ９９万円 

申請者以外の 

就学者がいる場合 

（子ども１人につき） 

小学校：３１万円、中学校：４６万円 

高等学校  国公立：３９万円（自宅通学） 

      私立 ：８８万円（自宅通学） 

大学・短大 国公立：７４万円（自宅通学） 

      私立 ：１３３万円（自宅通学） 

障害者がいる世帯 障害者１人につき：９９万円 

本人を対象とする控除 ７４万円 

申込受付期間：令和２ 年２ 月２ ８ 日（金）まで 

申込場所：米原市教育委員会事務局 教育総務課（山東庁舎２ 階） 

     米原市役所各庁舎窓口 および 各行政サービスセンター 

【お問合せ】米原市教育総務課（山東庁舎） 電話：０ ７ ４ ９ －５ ５ －８ １ ０ ７  

以上 

教室掲示 


